
別紙７

(1) 補助内容

法律 □ 条例 □ 規則 □ □ 要綱 ■

国 □ (　　) 府 □ (　　) □ (　　) 無 ■

国 □ (　　) 府 ■ (1/2) □ (　　) 無 □

□ □ 無 ■

有 □ 無 ■

有 □ 無 ■ 有の場合
その理由

(2) ガイドラインにおける基本的視点

1

2

3

4

(3) 補助効果の測定

名　　称 健康危機管理体制強化事業補助金

新規補助金概要シート

番　　号 所　　管 健康局総務部総務課

交付先 （地独）大阪健康安全基盤研究所

交付目的
万博を契機とする新興・再興感染症への備え・対応や、感染症の早期探知に
係る知見の集積と検証を行うため、健康危機管理体制の強化を目的とする。

事業の概要
（地独）大阪健康安全基盤研究所が実施する健康危機管理体制の強化にか
かる経費の1/2を補助する。

算定額及び積算 補助対象経費19,564千円×補助率1/2＝9,782千円

事業開始年度 令和７年度 交付方法 通常払い（補助金額確定後）

根拠規定等 契約・債務負担行為等

法律・条例等の名称

補助率等

財源の有無 その他( 　　　　　)

本市以外からの直接補助 その他( 　　　　　)

交付先の分類 法人

性質別分類 その他事業補助

終　　期 令和７年度

公　　募 有(提案型) 有(提案型以外)

市民の参画

再補助の有無

基本的視点 説明

「公平性」(他団体や市民との間で公平
であり、交付先が適正に決定されてい
る)

万博開催中の健康危機事象発生時に、行政に対して最新の知見・情報を踏まえ
た助言や提言を行うには、大学や研究機関との折衝・調整が不可欠である。（地
独）大阪健康安全基盤研究所はこれらの研究機関と連携を進めており、同研究所
においてのみ実施可能な事業であることから、公平性は確保されている。

効果測定方法
2025年大阪・関西万博を契機とする健康危機事象への対応強化及び感染症の早期
探知に係る知見の集積と検証

「必要性」(目的・内容に、補助を行うに
足りる公益性が認められる)

万博を契機とする新興・再興感染症への備え・対応や、感染症の早期探知に係る
知見の集積と検証を行うにあたり、健康危機管理体制の強化が必要である。

「妥当性」(対象経費や金額、補助率が
妥当かつ明確である)

補助対象経費は本事業に必要な経費のみであり、事業とは関係のない経費は
入っていない。補助率1/2はガイドラインに則したものとなっている。

「有効性」(補助効果があり、他の手法
でなく補助によることが施策目的実現
に最適である)

本事業における体制の強化は、R7年度の万博事業に付随して特別に実施するも
のであり、その効果は府市双方にとって公益性が認められることから、同研究所
に対し経費を補助することが施策目的実現に最適である。


